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定 款

第１章 総 則

（商号）

第１条 当会社は、有限会社 オー・ケイ・コーポレーション と称する。

（目的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．経営コンサルティング業務

２．ファイナンシャルプランニング業務

３．人材育成の教育研修事業に関するコンサルティング業務

４．出版物の企画、発行並びに販売業務

５．資産の管理及び運用に関する総合的コンサルティング業務

６．一般消費者（国内、海外を問わず）に対する情報提供サービス

７．インターネット及び携帯電話を利用した各種情報提供サービス

８．個人並びに企業・団体等に対するセミナー講演事業、教育研修事業、

コンサルティング業務

９．健康・医療・福祉等の生活に関する情報の収集業務並びにその情報

を提供するための会員制クラブの運営

１０．企業及び不動産に関する投資並びに顧問業

１１．一般旅行業、国内旅行業、旅行業代理店業

１２．インターネットコンテンツサ一ビス業

１３．不動産管理・賃貸業及び不動産に関するコンサルティング業務

１４．年金及び資産の運用に関するコンサルティング業務

１５．相続及び事業承継に関するコンサルティング業務

１６．生命保険の代理業

１７．損害保険の代理業

１８．共済組合の組織化、運営等に関するコンサルティングならびに組合

員の募集および掛金徴収代行業務

１９．金融業、投資顧問業

２０．有価証券売買及び運用仲介業

２１．会計コンサルティング業務

２２．信託受益権の取得、保有並びに販売

２３．前各号に付帯する一切の業務

（本店の所在地）

第３条 当会社は本店を 東京都港区 に置く。

（資本の総額）

第４条 当会社の資本の総額は、３００万円とする。

第２章 社員及び出資

（出資の口数及び出資１口の金額）

第５条 当会社の資本は、これを６０口に分ち、出資１口の

金額は、金 ５万円とする。

（社員の氏名、住所及びその出資口数）

第６条 社員の氏名、住所及びその出資口数は、次のとおりである。

千葉県船橋市二宮１丁目２８番７号

３０口 木皿 昌司

横浜市緑区長津田一丁目１７番１１号

３０口 岡村 裕久



２ 現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価格及び

これに対して与える口数は別表のとおりとする。

第３章 社 員 総 会

（社員総会）

第７条 当会社は、毎年 ５月に定時総会を開き、必要に応じて、

臨時総会を開催するものとする。

（招集）

第８条 社員総会は、社長たる取締役が招集するものとする。

２ 社員総会を招集するには、会日より５日前に、各社員に

対して、その通知を発することを要する。

（議長）

第９条 社員総会の議長は社長たる取締役がこれに当たる。

（決議の方法）

第１０条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合

のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。

（議決権）

第１１条 各社員は、出資１口につき１個の議決権を有する。

（議事録）

第１２条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の

経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役

がこれに記名押印することを要する。

（決議事項の通知）

第１３条 社員総会において決議した事項は、各社員に通知すること

とする。

第４章 役 員

（員数）

第１４条 当会社の取締役は、 １名以上とする。

（資格）

第１５条 当会社の取締役は、当会社の社員の中から選任する。ただし、

必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

（代表取締役及び社長）

第１６条 当会社に代表取締役１名を置くことができる。

２ 代表取締役は社長とする。

３ 取締役１名のみの場合には、その者を社長とする。

（役員報酬）

第１７条 取締役の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第５章 計 算

（営業年度）

第１８条 当会社の営業年度は、毎年 ４月 １日から

翌年 ３月３１日までの年１期とする。



（配当金）

第１９条 社員に対する配当金は、毎営業年度の末日現在の社員に配当

するものとする。

第６章 附 則

（最初の役員）

第２０条 当会社の最初の役員は、次のとおりとする。

取締役 木皿 昌司

取締役 岡村 裕久

（最初の営業年度）

第２１条 当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から

平成１８年 ３月３１日までとする。

（準拠すべき法律）

第２２条 この定款に規定のない事項は、すべて有限会社法その他の法令

によるものとする。

以上、 有限会社 オー・ケイ・コーポレーション を設立するため、

社員を代理して行政書士 山根 淳一 がこの定款を作成し、これに記名

押印する。

平成１７年 ５月１９日

木皿 昌司社 員

岡村 裕久社 員

上記代理人 行政書士 山根 淳一



【定款別表】

現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価格及び

これに対して与える口数は次のとおりとする。

１．現物出資の者の氏名

木皿 昌司 岡村 裕久

２．出資の目的たる財産の表示及びその価格

の平成１７年 ５月１９日付の木皿 昌司

かんたん経理有限会社 への貸付債権

この価格 金１５０万円

の平成１７年 ５月１９日付の岡村 裕久

かんたん経理有限会社 への貸付債権

この価格 金１５０万円

以上の価格の合計 金３００万円

３．現物出資者に対して与える口数

に対して与える口数 ３０口木皿 昌司

に対して与える口数 ３０口岡村 裕久

上記の者に与える総出資口数 ６０口
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